
共同生活援助（グループホーム）の体験利用フロー

●現状の取扱い ●拠点等整備後の取扱い（イメージ）

　※　GHの体験利用にあたって柔軟性を持たせることが目的なので、現状の取扱いを前提においた上で拠点等整備後の取扱いも可能とする。
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